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（お近くの消費生活センターにつながります）

県内７市で「青森県消費
生活サポーター
研修会」を実施
しました

青森県消費生活サポーターの皆様には、消費者トラブルの防止に向け、日ご
ろから御協力いただいておりますが、地域の見守り力をより高めるため、青森県
消費生活センターでは毎年、サポーターの方を対象に研修会を行っています。
令和７年度は、７市で市町村職員の研修会と合同で実施しました。

各回ともに、各地区のサポーターの方に御参加いただき、近年の消費者トラ
ブルの状況や、各自で見聞きしたり実際に周りで起きたりしたトラブル事例、
トラブルを防ぐために皆でできることなど、様々な情報を共有しました。

参加されたサポーターの方より、
「地域内の高齢者へパンフレットを持参しながら、ともに考えたい」
「研修で受けた内容を生かし、今後も地域で見守り活動を続けたい」
などのお声をいただきました。
来年度の研修会でも、皆様の御参加をお待ちしております！

青森県消費生活センターより近
年の消費者トラブルの状況等を
説明

各自で見聞きしたり周りで起き
たりしたトラブル事例等をワー
クショップで共有

トラブルを防ぐために皆ででき
ることをワークショップで共有

【研修会実施日】
①６月16日（青森市） ②６月17日（五所川原市）③６月27日（十和田市）
④６月27日（三沢市） ⑤７月１日（弘前市） ⑥７月３日（八戸市）
⑦７月４日（むつ市）


